
村岡幼稚園 重要事項説明書 

 

（令和６年４月１日現在） 

１ 施設の概要 

種別 幼稚園 

名称 香美町立村岡幼稚園 

所在地 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡２９４０番地 

連絡先 ０７９６－９４－０２４１ 

施設長氏名 中田 斉 

開設年月日 昭和２９年９月１日 

利用定員 １号認定：６０人（５歳児：６０人） 

 

２ 目標・理念及び運営方針 

目標・理念・

運営方針 

教育目標 

 「ふるさと村岡で 心豊かにのびのび活動する子どもの育成」 

  ～心動かしながら 認め合い 学び合える 仲間づくり～ 

 
＜めざす幼稚園像＞ 
○ 心の通い合う幼稚園 
○ 安心・安全な幼稚園 
○ 家庭・地域と連携し、信頼される幼稚園 

 

＜めざす子ども像＞ 
○ 心身ともに健やかな子 
○ 優しく思いやりのある子 
○ 意欲的に活動する子 
○ ふるさとを大切にする子 

 

＜めざす教師像＞ 
○ 明るく心豊かな教師 
○ 一人一人を認め、気持ちに寄り添う教師 
○ 熱意と向上心をもち、子どもの主体性を育む教師 

 

３ 敷地・園舎・設備の概要 

敷地：１，１５０㎡、園舎：３３８㎡、園庭：４１７㎡ 

教室（５歳児：１室）、遊戯室、保健室、職員室、倉庫 

 

 

 



４ 職員体制 

職種 職員数 うち常勤 うち非常勤 備考 

園長 １人 １人 人 併設小学校長兼務 

主任教諭 １人 １人 人  

教諭 １人 １人 人  

 

５ 教育を提供する日・時間及び提供を行わない日 

教育日・教育時間 月曜日～金曜日・８時００分～１４時００分 

休業日 土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～翌1月3日）、

長期休業日（3月24日～4月7日、7月21日～8月27日、 

12月25日～翌1月7日） 

 

６ 利用料等 

 単位 利用料等 

利用者負担  無償化により利用者負担なし 

給食費 １月 無償化により利用者負担なし 

実費 保育用品代 入園時 ３，０００円程度 

 ＰＴＡ会費 １年 ４，８００円 

 材料代 １月 ３４０円 

絵本代 １月 ４６０円 

その他    

 

７ 利用にあたっての留意事項 

利用にあたって

の留意事項 

○香美町教育委員会へ入園願書をご提出ください。 

○入園決定後、家庭状況調査表（緊急連絡先を含む）・保健調査

書等の提出をお願いします。 

○欠席・遅刻の場合は、必ず連絡してください。 

 

８ 年間行事予定 

月 行事内容 

４月 春季休業 入園式 ＰＴＡ総会 給食開始 家庭訪問  

５月 避難訓練 引き渡し訓練 ＰＴＡ資源回収 

６月 衣替え 交通安全教室 節句の会 親子活動 プール開き 

７月 七夕の会 地区別懇談会 個別懇談会 １学期終業式 夏季休業 

８月 夏季休業 登園日 ＰＴＡ奉仕作業 ２学期始業式 



９月 運動会 祖父母参観日  

１０月 衣替え 親子遠足 オープンスクール マラソン記録会 ＰＴＡ資源回

収 

１１月 オープンスクール 学校保健委員会 防火教室 避難訓練 

１２月 参観日（発表会・親子活動・給食試食会） クリスマス会 個別懇談会 

２学期終業式 冬季休業 

１月 冬季休業 ３学期始業式 避難訓練 お正月あそびの会 

２月 節分の会 体験入園 入園説明会 小学校体験入学（交流） 

３月 ひなまつりの会 お別れ会 ６年生を送る会 卒園式 ＰＴＡ総会  

春季休業 

毎月 わくわく交流会（５歳児交流） 身体測定 誕生会 安全点検 

地域ボランティアによる読み聞かせ 

適宜 地域探検 クッキング 各種健康診断 併設小学校との交流 地域交流 

 

９ 嘱託医 

医療機関の名称 公立村岡病院 

医師名 安田 矩明 

 

１０ 嘱託歯科医 

医療機関の名称 兎塚・川会歯科診療所 

医師名 中田 和明 

 

１１ 緊急時における対応方法 

（保育中に容体の変化等があった場合の緊急連絡等の対応について） 

・電話連絡（個別） ・メール配信（一斉） 

 

１２ 非常災害対策 

防火管理者 中田 斉（園長） 

消防計画届出年月日 令和６年４月１２日 

避難訓練 ３回 

防災設備 自動火災探知器、煙感知器、誘導灯、消火栓、消火器 

避難場所 併設小学校校庭 

緊急時の連絡手段 電話連絡（個別）、メール配信（一斉） 

 

 



１３ 相談・要望・苦情窓口 

相談・苦情受付担当者 中田 斉（園長） 

 

１４ 賠償責任保険の加入状況 

保険の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付制度 

保険の内容 村岡幼稚園の管理下（登園・通園を含む）における園児の災害（負

傷、疾病、傷害または死亡）に対する災害共済給付（医療費、障害

見舞金又は死亡見舞金の支給） 

保険金額 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第３条の災害共済

給付の給付基準による 

 

１５ 個人情報の取扱い 

個人情報に関する同意確認により、次のとおり取り扱います。 

 

１．利用目的 

 本園では、個人情報を以下の目的のために利用します。なお、提供された個人情

報を適切に管理し、これ以外の目的には利用しません。 

① 園児 

教務、園務、保健、生活指導に関する業務 

② 保護者 

ＰＴＡ、その他園行事の運営等、保護者説明会運営及び関連通知に関する業務 

 

２．第三者提供 

 本園では、以下の場合を除き、個人情報を第三者へ提供することはしません。 

① 本園の業務に必要不可欠な場合（本園及び併設小学校のホームページ・学校

園案内等への写真・記事等の掲載のうち、個人に関わらない場合を含む） 

② 本人の身体・生命等を保護するため、緊急かつやむを得ない場合 

③ 公的機関からしかるべき令状のもとに情報提供の依頼があった場合 

④ ＰＴＡの活動に関わる場合 

 

１６ その他保護者に説明すべき事項 

○保育終了後、隣接の放課後児童クラブが利用できます。（教育委員会へ要申請） 

 


